
写真で語る昔の

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第

２
期
）
、
国
民
健
康
保
険
税
（
普
通

徴
収
第
３
期
）
、
介
護
保
険
料
（
普

通
徴
収
第
２
期
）
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
（
普
通
徴
収
第
２
期
）
の

納
期
限
は
９
月
２
日
㈪
で
す
。

　
納
付
に
は
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
税
務
Ｇ
（
☎
�
１
１

５
５
）
、
国
民
健
康
保
険
Ｇ
（
☎

�
１
７
７
１
）
、
高
齢
・
介
護
Ｇ

（
☎
�
５
７
２
０
）
、
年
金
・
長

寿
医
療
Ｇ
（
☎
�
２
１
３
７
）

で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

※ 

特
例
と
し
て
、
昭
和
40
年
４
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
、
65
歳

以
上
70
歳
未
満
の
期
間
に
お
い
て

も
、
受
給
資
格
を
満
た
す
ま
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

② 

す
で
に
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し

た
方
が
、
将
来
の
年
金
受
給
額
を

増
や
し
て
満
額
の
年
金
額
に
近
づ

け
る
た
め
に
、
65
歳
に
な
る
ま
で

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

 

（
☎
�
２
１
３
７
）

　
市
は
、
市
内
で
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

な
ど
を
指
導
し
て
い
る
個
人
や
団
体
、

会
員
を
募
集
し
て
い
る
団
体
の
情
報

を
『
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク
』
と
し

て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用

く
だ
さ
い
。
登
録
も
随
時
、
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

設�

置
施
設
　
市
役
所
１
階
市
民
ロ

ビ
ー
、
各
支
所
、
市
民
会
館
、
市

民
プ
ー
ル
、
市
立
図
書
館
、
市
立

図
書
館
ア
ー
ニ
ス
分
館
、
各
青
少

　
市
民
マ
イ
プ
ラ
ン
講
座
は
、
市
内

の
団
体
が
外
部
か
ら
講
師
を
招
い
て

学
習
会
を
実
施
し
た
と
き
に
、
市
が

講
師
謝
礼
金
（
１
回
５
千
円
～
１
万

円
、
講
師
居
住
地
に
よ
る
）
を
負
担

す
る
制
度
で
す
。

手
続
き
の
流
れ
　

① 

10
人
以
上
の
団
体
で
学
習
会
を
企

画
（
団
体
会
員
の
３
分
の
２
以
上

が
登
別
市
民
で
あ
る
も
の
に
限
る
）

② 

講
座
な
ど
を
実
施
す
る
２
週
間
前

ま
で
に
、
利
用
申
込
書
を
社
会
教

育
グ
ル
ー
プ
に
提
出

③ 

講
座
終
了
後
、
２
週
間
以
内
に
実

施
報
告
書
（
写
真
２
枚
添
付
）
を

社
会
教
育
グ
ル
ー
プ
へ
提
出

※ 

利
用
申
込
書
は
、
市
民
会
館
に
備

え
付
け
て
い
る
ほ
か
、
市
公
式
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
教
育
Ｇ

 

（
☎
�
１
１
２
９
）

年
会
館
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

若
草
つ
ど
い
セ
ン
タ
ー
、
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー
、
総
合
体
育
館

※ 

市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
教
育
Ｇ

 

（
☎
�
１
１
２
９
）

　
国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
年
齢
は

原
則
と
し
て
60
歳
ま
で
で
す
が
、
①

ま
た
は
②
の
場
合
、
60
歳
を
過
ぎ
て

か
ら
で
も
本
人
の
希
望
で
国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

① 

60
歳
ま
で
に
、
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
る
た
め
の
受
給
資
格
期
間

（
10
年
以
上
）
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
方
は
、
不
足
期
間

を
満
た
す
た
め
に
65
歳
に
な
る
ま

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク
を

活
用
し
ま
せ
ん
か

市
民
マ
イ
プ
ラ
ン
講
座
制
度
を

利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

国
民
年
金
の

高
齢
任
意
加
入
を
ご
存
じ
で
す
か

のぼりべつ市民便利帳の内容の一部についての訂正とお詫び
　７月上旬から、順次ご自宅にお送りしている『タウ
ンページ登別市版』と『のぼりべつ市民便利帳』の合
冊版（２0１9年８月発行）について、誤りがありました
ので、訂正してお詫びします。
▶�訂正箇所　市民便利帳4２ページ『のぼりべつ公共ガ
イド』中、登別支所を２0２１年３月末廃止予定として
いますが、正しくは登別温泉支所の予定です

▶問い合わせ　企画調整グループ（☎�６５８６）

第25回『ほろべつばし』
渡橋式

▲�列をなして、新設された橋を渡る『ほろべ
つばし渡橋式』

　
昭
和
14
年
の
水
害
で
流
失
し
た
幌
別
橋
が
、

胆
振
幌
別
川
に
再
建
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
17
年

８
月
。

　
現
在
よ
り
も
川
幅
が
狭
く
、
水
量

の
多
か
っ
た
胆
振
幌
別
川
は
、
現
在
、

国
道
36
号
に
な
っ
て
い
る
札
幌
本
道

が
開
通
し
た
明
治
５
年
以
降
、
何
度

も
橋
を
架
け
直
し
て
お
り
、
「
小
学

校
へ
の
通
学
に
渡
し
船
を
利
用
す
る

必
要
が
あ
り
、
川
辺
で
昼
寝
を
し
て

い
る
船
頭
を
起
こ
し
て
乗
せ
て
も
ら

っ
た
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
話
を
市

民
の
方
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
幌
別
橋
の
う
ち
、
昭
和
28

年
に
竣
工
さ
れ
た
札
幌
方
面
に
向
か

う
ア
ー
チ
橋
は
、
『
ラ
ン
ガ
ー
橋
』

と
呼
ば
れ
る
構
造
で
、
胆
振
幌
別
川

が
昭
和
36
年
に
氾
濫
し
た
大
水
害
に

も
耐
え
抜
き
ま
し
た
。

－昭和17年８月－

▶問い合わせ　市史編さんＧ（☎㊿６０３９）

15  ２０１9．８月号  くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド


